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｢InterKX減価償却 Ver.5.1｣での対応内容をご案内します。 
 

1.データの利用について 
データ移行対象バージョン・・Ver.4.00 以降 

上記のバージョンからデータ移行が可能です。 
 

2.改正内容 
●別表十六の様式等の変更 

連結納税制度の開始に伴い、平成15年度別表十六関係の様式が変更されました。 

別表十六(一)、別表十六(ニ)、別表十六(五)、別表十六(六) 

●中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度の創設 

青色申告書を提出する中小企業者等が平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に少額減価償却資

産(取得価額が30万円未満(現行10万円))の取得等をして事業の用に供した場合には、その事業の用に供した

日を含む事業年度において、当該少額減価償却資産の取得価額全額の損金算入(即時償却)ができる措置が講じ

られました。 

●情報通信機器の特別償却制度の創設 

青色申告書を提出する法人(個人)が平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間内に、一定の IT 関連

設備の取得等をして、国内にある事業の用に供した場合に、平成15年4月1日以後に終了する事業年度にお

いて、取得価額の50％の特別償却と取得価額の10％の特別税額控除(当期の法人税額の20％相当額を限度と

し、税額控除限度額については1年間の繰越しを適用)との選択適用を認める制度が創設されました。 

※特別償却の付表(五)「情報通信機器等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」は未対応です。 

●開発研究用設備の特別償却制度の創設 

青色申告書を提出する法人が平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に、一定の開発研究用設備の

取得等をして、国内にある開発研究の用に供した場合に、平成15年4月1日以後に終了する事業年度におい

て、取得価額の50％の特別償却の適用を認める制度が創設されました。 

※特別償却の付表(十一)「開発研究用設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」は未対応です。 
 

3.システムの変更内容 
●別表十六の様式追加 

別表十六(一)(二)(五)(六)の平成15年度改正後の様式を追加します。 

●中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度の創設への対応 

 (1)少額減価償却資産用勘定を追加(新規作成会社用) 

新規作成会社用に、償却資産申告用種類を設定した30万円未満少額減価償却資産用の勘定マスタを用意し

ます。なお、現在使用中の会社データには、少額減価償却資産用の勘定マスタは追加されませんので、お

客様が勘定コピーを行い、少額減価償却資産用の勘定を作成してください。 

(2)減価償却計算用種類が同じ勘定の期中取得資産の償却方法を一致させる仕様の削除 

勘定コピー画面で期中取得資産の償却方法を変更した場合等に表示されるメッセージ、及び勘定コピー後

に、コピー元とした勘定の期中取得資産の勘定方法を「原則法」に戻す等の処理がなくなります。 

(3)別表十六(一)(ニ)の機能追加 

少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付に代える場合、備考欄に制度適用などの一定の事項が

印刷できます。また、少額30万円未満少額減価償却資産の取得価額の集計ができます。 

(4)減価償却費計算書の機能追加 

少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付に代える場合に、少額減価償却資産用の勘定を指定す

ることができます。また、少額30万円未満少額減価償却資産の取得価額の集計ができます。 

(5)InterKX 法人税への連動 

別表十六(一)(ニ)について、備考欄を自動連動します。 

InterKX 減価償却 Ver.5.1は、InterKX 法人税 平成13年度版とのデータ連動には対応しておりません。

InterKX 法人税 平成13年度版との連動は、InterKX 減価償却 Ver.5.0で行ってください。 
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4.その他の変更内容 
●会社基本情報に関する変更内容 

運用方法の画面に「償却終了の判断」の設定を追加します。 

(1)償却終了の判断：「期首償却超過額を考慮する」 

期首帳簿価額と期首償却超過額の合計が償却可能限度額以下である場合は、別表十六において「償却超過

額 前期からの繰越額」等が印刷されません。 

(2)償却終了の判断：「期首償却超過額を考慮しない」 

別表十六において「償却超過額 前期からの繰越額」等が印刷されます。 

●資産登録に関する変更内容 

算出償却額(普通償却限度額)の上書が可能です。 

 

5. ＫＸ減価償却V+からコンバートしたデータについて 
ＫＸ減価償却からコンバートした会社データにつきましては、お客様が勘定コピーを行い、少額減

価償却資産用の勘定を作成してください。 


